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告     示 

和歌山県告示第1244号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象 

とする障害 

種   別 

事業者の名称 
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定 

年月日 

3012250

852 

ケアセンター田

辺 

田辺市稲成町21

9-1 

居宅介護 

 

 

身体障害者 

知的障害者 

精神障害者 

難病等対象者 

株式会社シー

ヒューマン 

大阪府大阪市天

王寺区上本町六

丁目2-26 

令和 

5.11.1 

重度訪問介護 特定なし 

 

和歌山県告示第1245号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象 

とする障害 

種   別 

事業者の名称 
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定 

年月日 

3012125

252 

はぴあとケア 日高郡日高川町

和佐2066-33 

居宅介護 

重度訪問介護

同行援護 

特定なし Happy Art合

同会社 

日高郡日高川町

和佐2066-33 

令和 

5.11.1 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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和歌山県告示第1246号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 名称 くしもと町立病院 

2 所在地 東牟婁郡串本町サンゴ台691番地7 

3 有効期限 令和8年11月1日 

 

和歌山県告示第1247号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき和歌山市長か

ら公共測量を実施する旨通知があったので、次のとおり公示する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 作業の種類 公共測量（道路台帳平面図データ作成） 

2 作業期間 令和5年10月17日から令和6年3月30日まで 

3 作業地域 和歌山県和歌山市の一部 

 

和歌山県告示第1248号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第2項の規定に基づき新宮市長から

公共測量を終了した旨通知があったので、次のとおり公示する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 作業の種類 公共測量（デジタル数値撮影、写真地図作成） 

2 作業期間 令和5年4月20日から同年10月16日まで 

3 作業地域 和歌山県新宮市並びに東牟婁郡那智勝浦町、太地町、古座川町及び串本町 

 

和歌山県告示第1249号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第2項の規定に基づき和歌山県知事

から公共測量を終了した旨通知があったので、次のとおり公示する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 作業の種類 公共測量（基準点測量） 

2 作業期間 令和5年8月16日から同年10月18日まで 

3 作業地域 和歌山県有田郡湯浅町田外地内 

 

和歌山県告示第1250号 

和歌山県伊都郡九度山町大字入郷の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第

180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県伊都郡九度山町 
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2 調査を行った時期 

平成30年4月1日から令和5年3月19日まで 

3 成果の名称 

和歌山県伊都郡九度山町大字入郷の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県伊都郡九度山町大字入郷の一部地区 

5 認証年月日 

令和5年10月25日 

 

和歌山県告示第1251号 

和歌山県日高郡印南町大字松原・丹生の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法

律第180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告

する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県日高郡印南町 

2 調査を行った時期 

令和3年4月1日から令和5年3月13日まで 

3 成果の名称 

和歌山県日高郡印南町大字松原・丹生の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県日高郡印南町大字松原・丹生の一部地区 

5 認証年月日 

令和5年10月25日 

 

和歌山県告示第1252号 

和歌山県日高郡印南町大字南谷の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18

0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県日高郡印南町 

2 調査を行った時期 

令和3年4月1日から令和5年3月17日まで 

3 成果の名称 

和歌山県日高郡印南町大字南谷の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県日高郡印南町大字南谷の一部地区 

5 認証年月日 

令和5年10月25日 

 

和歌山県告示第1253号 

和歌山県日高郡印南町大字羽六の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18
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0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県日高郡印南町 

2 調査を行った時期 

令和3年4月1日から令和5年3月17日まで 

3 成果の名称 

和歌山県日高郡印南町大字羽六の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県日高郡印南町大字羽六の一部地区 

5 認証年月日 

令和5年10月25日 

 

和歌山県告示第1254号 

和歌山県東牟婁郡古座川町高池・池野山の各一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26

年法律第180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により

公告する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県東牟婁郡古座川町 

2 調査を行った時期 

平成31年4月1日から令和5年3月13日まで 

3 成果の名称 

和歌山県東牟婁郡古座川町高池・池野山の各一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県東牟婁郡古座川町高池・池野山の各一部地区 

5 認証年月日 

令和5年10月25日 

 

和歌山県告示第1255号 

令和5年度キャッシュレス決済機能付きPOSレジ導入及び運用業務について、一般競争入札により落札者

を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372

号。以下「特例政令」という。）第12条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

則（平成7年和歌山県規則第107号）第10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

令和5年11月7日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 落札に係る特定役務の名称及び数量 

令和5年度キャッシュレス決済機能付きPOSレジ導入及び運用業務 一式 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県会計局会計課 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

3 落札者を決定した日 
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令和5年10月11日 

4 落札者の氏名及び住所 

和歌山県警察本部キャッシュレス決済機能付きPOSレジ導入及び運用業務コンソーシアム 

（代表者）ポスタス株式会社 

東京都中央区築地五丁目4番18号 

（構成員）株式会社エム・ピー・ソリューション 

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー8階 

5 落札金額 

62,028,346円（うち消費税及び地方消費税の額5,638,940円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

7 特例政令第6条の公告を行った日 

令和5年8月29日 
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